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国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す
�

国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す
�

　
会
社
な
ど
を
や
め
て
他
の
健
康
保
険
か
ら

ぬ
け
た
場
合
、
そ
の
翌
日
か
ら
資
格
と
保
険

税
を
納
め
る
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

�

※
届
け
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
資
格
の
発
生
し

た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を
納
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

�

　
途
中
で
加
入
し
た
場
合
は
、
そ
の
月
か
ら

月
割
り
で
保
険
税
が
計
算
さ
れ
ま
す
。

�

　
途
中
で
脱
退
し
た
場
合
は
、
そ
の
前
月
分

ま
で
月
割
り
で
計
算
さ
れ
、
納
め
す
ぎ
と
な

っ
た
場
合
は
戻
り
ま
す
。
�

　
保
険
税
は
、
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

�

　
世
帯
主
が
被
用
者
保
険
等
に
加
入
し
て
い

る
場
合
は
、
国
保
加
入
者
で
な
く
て
も
、
同

じ
世
帯
に
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
が
い
れ

ば
、
世
帯
主
が
保
険
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。（
保
険
税
が
か
か
る
の
は
、加
入

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）税
が
、
ど
の
よ
う
な
制
度
で
、
課
税
方
法
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
、
も
う
一
度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

�

　
今
年
度
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
開
始
に
伴
い
、
計
算
方
法
や
納
付
方
法
が
大

幅
に
変
わ
り
ま
し
た
。

�

　
国
保
制
度
は
、
病
気
や
ケ
ガ
で
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
に
、
保
険
を
使
う
こ
と
に
よ

り
、
お
互
い
を
助
け
合
う
制
度
で
す
。
会
社
の
健
康
保
険
等
や
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
人
や
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
以
外
の
す
べ
て
の
人
は
、
法
律
で

加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

�

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
医
療
を
受
け
る
『
権
利
』
が
あ
る
と
同
時
に
、
保
険
税

を
納
め
る
『
義
務
』
も
あ
り
ま
す
。

●
保
険
税
を
納
め
る
人
は
？

●
資
格
は
い
つ
か
ら
発
生
す
る
の
？

●
年
度
途
中
で
加
入
・
脱
退
し
た
場
合
は
？

被保険者（加入者） 町（保険者）

医療機関（保険医）
県国保連合会
（審査委員会）

国保運営の仕組み

医療費を請求する

加入手続きをし、保険税を納める

保険証を交付する

医療費を支払う

医
療
費
の
審
査
結
果
を
連
絡
す
る

医
療
費
を
支
払
う

医
療
を
行
う

医
療
費
一
部
負
担
金
を
支
払
う

者
の
み
で
す
）
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特集
　
４
月
か
ら
、
原
則
と
し
て
世
帯
主
の
年

金
か
ら
天
引
き
（「
特
別
徴
収
」と
い
い
ま

す
）
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
次
に
該
当

す
る
場
合
は
、
今
ま
で
通
り
納
付
書
を
使

っ
て
金
融
機
関
等
で
納
め
る「
普
通
徴
収
」

か
、口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
は
な
い
場
合

�
世
帯
の
国
保
加
入
者
に
65
歳
未
満
の
人

が
い
る
場
合

�
世
帯
主
の
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の

場
合

�
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が
年
金
天
引
き

で
な
い
場
合

�
介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
合
計
額
が
年

金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合�

�
年
度
途
中
で
世
帯
主
が
65
歳
と
な
っ
た

場
合
（
※
�
〜
�
で
な
い
場
合
は
、
翌
年

度
か
ら
は
年
金
天
引
き
に
な
り
ま
す
。
）

●
税
率
が
変
わ
り
ま
す

　
町
で
は
、
平
成
15
年
度
以
降
変
更
の
な

か
っ
た
税
率
を
見
直
し
、
下
記
の
よ
う
に

変
更
に
な
り
ま
し
た
。

※
介
護
給
付
分
は
40
〜
64
歳
の
人
の
み
が

か
か
り
ま
す
。

※
な
お
、
所
得
の
低
い
人
に
つ
い
て
は
、

均
等
割
・
平
等
割
に
対
し
て
、
６
割
・
４

割
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

�

　
４
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
は
、
社
会
保
険
や
国
保
な
ど
す
べ

て
の
医
療
保
険
か
ら
支
援
を
行
う
た
め
に
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付
が
義
務
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

�

　
国
保
も
こ
の
納
付
金
分
を
負
担
す
る
た

め
、「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
」
を
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

�

　
平
成
20
年
度
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
開
始
に
と
も
な
い
、
国
民
健
康
保

険
税
の
計
算
と
納
め
る
方
法
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
税
の
改
正
点

●
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」が

　
　
　
　
追
加
に
な
り
ま
す

�

●
世
帯
主
が
65
歳
以
上
74
歳

ま
で
の
世
帯
の
納
め
る
方
法

が
変
わ
り
ま
す

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
の
新
設
に
よ

り
限
度
額
も
見
直
し
と
な
り
ま
し
た
。

　
７
月
に
１
年
分
の
納
付
書
を
郵
送
し
ま

す
。（
昨
年
度
ま
で
は
６
月
で
し
た
）

　
昨
年
度
ま
で
は
年
額
を
６
期
で
納
め
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
か

ら
８
期
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

第
１
期
…
７
月
31
日

第
２
期
…
９
月
１
日

第
３
期
…
９
月
30
日

第
４
期
…
10
月
31
日

第
５
期
…
12
月
１
日

第
６
期
…
12
月
25
日

第
７
期
…
２
月
２
日

第
８
期
…
３
月
２
日

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
税
務
課
　
住
民
税
課

　
☎
�
９
１
１
２

●
納
期（
納
期
限
）が
変
わ
り
ま
す

医
療
給
付
分

�

　
旧
　
53
万
円
　
⇩
　
新
　
47
万
円

介
護
分

�

　
旧
　
７
万
円
　
⇩
　
新
　
９
万
円

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
（
新
設
）

・
新
　
12
万
円�

 

●
限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
す

介護給付分
後期高齢者
支援金等分

医療給付分

28.0％

23,000円

23,000円

5.0％

5,500円

5,000円

5.9％

6,400円

5,400円

7.3％ 1.0％ 1.2％所得割

資産割

加入者ごとの（１人の所得－33万円）を合計

（20年度は19年中の所得に対して）

今年度の固定資産税額（土地・家屋分）

均等割 加入者の人数

平等割 １世帯につき定額

×

×

×
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入
に
つ
い
て

�

　
年
額
を
８
期
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�

　　
第
１
期
…
７
月
31
日

　�

第
２
期
…
９
月
１
日

�

　
第
３
期
…
９
月
30
日

�

　
第
４
期
…
10
月
31
日

�

　
第
５
期
…
12
月
１
日

�

　
第
６
期
…
12
月
25
日

　�

第
７
期
…
２
月
２
日

�

　
第
８
期
…
３
月
２
日

�

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

�

●
保
険
料
に
つ
い
て
は
…

�

　
税
務
課
　
住
民
税
係

�

　
☎
�
９
１
２
２

�

●
給
付
に
つ
い
て
は
…

�

　
保
険
課
　
国
保
年
金
係

�

　
☎
�
９
１
３
４

�

　
平
成
20
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
保
険
料

は
免
除
さ
れ
、
平
成
20
年
10
月
か
ら
平
成
21

年
３
月
ま
で
は
均
等
割
額
の
９
割
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

�

※
平
成
21
年
４
月
か
ら
平
成
22
年
３
月
ま
で

は
、
均
等
割
額
の
５
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

�

　
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
該
当
の
場
合

は
、
平
成
20
年
10
月
か
ら
開
始
に
な
り
ま
す
。

�

　
制
度
に
加
入
す
る
全
て
の
人
に
保
険
料
が

か
か
り
ま
す
が
、
所
得
の
低
い
人
は
、
世
帯

の
合
計
所
得
が
左
記
基
準
額
を
超
え
な
い
場

合
は
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

�

　　
７
割
軽
減

�

　
　
基
準
額
＝
33
万
円
（
基
礎
控
除
額
）

　�

５
割
軽
減

�

　
　
基
準
額
＝
33
万
円
（
基
礎
控
除
額
）

　
　
＋（
24
万
５
千
円
×
被
保
険
者
数
）

�

　
※
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
を
除
く

�

　
２
割
軽
減

�

　
　
基
準
額
＝
33
万
円
（
基
礎
控
除
額
）

　
　
＋（
35
万
円
×
被
保
険
者
数
）

�

　
保
険
料
率
は
、
原
則
と
し
て
県
内
均
一
と

な
り
ま
す
。
被
保
険
者
個
人
単
位
で
計
算
さ

れ
ま
す
。

�

　
均
等
割
額
と
は
、
被
保
険
者
全
員
に
等
し

く
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

（
３
７
、８
０
０
円
）

�

　
所
得
割
額
と
は
、
被
保
険
者
の
所
得
に
応

じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

（
所
得
割
率
は
７
14
％
）

　
平
成
20
年
４
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
が
開
始
さ
れ
、
保
険
料
の
納
め
方
が
原
則

と
し
て
年
金
か
ら
の
天
引
き
（「
特
別
徴
収
」

と
い
い
ま
す
）と
な
り
ま
す
の
で
、４
月
の
年

金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
人
も
い
ま
す
が
、

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
年
金
か
ら
の
天
引

き
で
は
な
く
、
７
月
に
送
付
し
ま
す
納
付
書

を
使
っ
て
金
融
機
関
等
で
納
め
る
「
普
通
徴

収
」
か
、
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
①
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
場
合

　
②
受
給
し
て
い
る
年
金
が
年
額
18
万
円

　
未
満
の
場
合

　
③
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保

　
険
料
の
合
計
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

　
を
超
え
る
場
合

�

　
④
年
度
途
中
で
75
歳
と
な
っ
た
場
合
（

　
①
〜
③
で
な
い
場
合
は
、
翌
年
度
か
ら

　
は
年
金
天
引
き
に
な
り
ま
す
。）

�

※
３
月
ま
で
社
会
保
険
等
の
扶
養
だ
っ
た
人

で
、
①
〜
③
に
該
当
す
る
人
に
つ
い
て
は
、

10
月
に
納
付
書
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

�

　「
特
別
徴
収
」の
人
に
つ
い
て
は
、
10
月
以

降
の
天
引
き
額
の
通
知
を
９
月
に
別
途
送
付

い
た
し
ま
す
。

�

●
保
険
料
の
計
算

�

●
軽
減
措
置
に
つ
い
て

�

●
社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
人
の
保
険
料
に
つ
い
て

�

●
納
期（
納
期
限
）に
つ
い
て

　（
普
通
徴
収
の
場
合
）

＋

＝

均等割額

所得割額

37,800円

基礎控除（33万円）後の

総所得金額×7.14％

上限50万円（年額）年間保険料

.
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